
資料1-4

１．公立大学法人の決算後の利益処分に関する制度

２．島根県立大学の経営努力認定について

当期未処分利益Ａ＝152,032,469円

自己収入増分Ｂ＝（自己収入　1,365,349,616円）－（標準収入　1,285,000,000円）＝80,349,616円

　公立大学法人島根県立大学は、地方独立行政法人法第４０条第３項の規定に基づき、令和５年６月２８日
付けで令和４年度の剰余金に係る申請を行いました。県知事は、剰余金の使途に係る知事承認の方針に
従い、承認の判断をします。

（２）自己収入増分Bが当期未処分利益Aを上回る場合 ： 当期未処分利益Aの範囲内で経営努力認定

　　　　　　　　※D＝｛（定員９０％を充たすに足りない学生数）×（一人当たり学生関係経費）｝

（１）自己収入増分Bが当期未処分利益Ａを下回る場合

公立大学法人島根県立大学の令和４年度剰余金の承認について
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Ａ：積立金 (R１～R６)
⇒中期目標期間終了後まで使用不可

Ｂ：目的積立金
⇒中期計画の使途として使用可能

認定

損失発生時 取崩

【利益処分】

不認定

当期未処分利益Ａ（152,032,469円）

自己収入増分Ｂ（80,349,616円）

Ａ

Ｂ

Ｃ

自己収入増分Bは経営努力認定
＝80,349,616円

剰余金の使途
教育、研究及び業務運営の改善
に充てる

残額Cは、下記基準により経営努力
認定・不認定を判断

「５段階評価を行う項目」のうち、C又はD評価が２項目未満
No Ｃは経営努力不認定

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

学生収容定員に対する在籍者数の割合が９０％以上 定員未充足分Dは経営努力不認定

経営努力認定＝B＋C 経営努力認定＝B＋C－D 経営努力認定＝B

No

→B＋C－Dを経営努力認定＝150,052,469円

Ｃ

Ｂ

Ｃ 当期末処分利益Aを経営努力認定

剰余金の使途
教育、研究及び業務運営の改善に
充てる

D
定員未充足分D（1,980,000円）


